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令和６年１０月１日より最低賃金額が改正されます！

推してます みんな笑顔の 健康職場

【スローガン】

全国労働衛生週間および準備期間に実施する事項

・事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視

・労働衛生旗の掲揚およびスローガンなどの掲示

・有害物の漏えい事故、酸素欠乏症などによる事故など緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施

・過重労働による健康障害防止対策

・職場におけるメンタルヘルス対策

・職場における転倒・腰痛災害の予防対策

・化学物質による健康障害防止対策 など

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など「労働衛生」に関する国民の意識を高め、

職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的として毎年実施されています。

職場内の労働衛生水準の向上のため、下記実施要綱を参考に労働衛生管理活動の展開に努めましょう。

事業場における実施事項（抜粋）

期 間：令和６年10月１日（火）～ ７日（月）
【準備期間：令和６年９月１日～30日】

監督署だより
～続けよう！死亡災害ゼロ～

令和６年１０月１日発効 宮城県 地域別最低賃金

※特定（産業別）最低賃金の改定については別途ご確認ください。 （令和６年９月現在）

最低賃金特設サイト

実施要項 リーフレット



• 労働者死傷病報告
• 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
• 定期健康診断結果報告
• 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
• 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
• 有機溶剤等健康診断結果報告
• じん肺健康管理実施状況報告

（１）一人親方等に対する退避や立入禁止措置、危険箇所における周知の義務化
※労働安全衛生法第20条、第21条及び第25条、第25条の２に関して定められている以下の４つの省令で、

作業場所に起因する危険性に対処するもの（退避、危険箇所への立入禁止等、火気使用禁止、悪天候時の作
業禁止）について事業者が実施する措置が対象です。
①労働安全衛生規則、②ボイラー及び圧力容器安全規則、③クレーン等安全規則、④ゴンドラ安全規則

【対象】

同じ作業場所にいる労働者以外の人
（一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない）

【講じなければならない措置の内容】
①退避、危険箇所への立入禁止、火気使用禁止、悪天候時の作業禁止
②立入禁止場所など危険箇所で作業を行わせる場合、保護具の着用が必要であることの周知

（２）建設業の一人親方等に対する安全衛生教育研修会
日時：２０２４年１１月７日（木） 13：30～16：30
会場：東京エレクトロンホール宮城 ６０２中会議室
定員：３５名

令和６年９月24日発行

※義務化されるもの以外にも...
• 足場／局所排気装置等の設置・移転・変更届
（労働安全衛生法第88条に基づく届出）

• 特定化学物質など各種特殊健康診断結果報告
• 特定元方事業者の事業開始報告
・・・など多くの届出等が電子申請可能です

２０２５年１月１日より、以下の手続きについて電子申請が原則義務化されます！

厚生労働省ホームページ

お申込み先 HP

通達 リーフレット


